
会 議 録 

会議の名称 令和７年度第２回飯塚市国民健康保険事業の運営に関する協議会 
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市民環境部：長尾恵美子 

医療保険課：大隈友加、渡邊鯉佳、飯田昭子、山上友典、奥松静香 
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健幸保健課：坂口由美子、片山規子 

会議内容 
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１ 開 会 

２ 議 事 

（１） 国民健康保険税の改正について 

➢ 令和 8 年度以降の税率改正の審議においても、令和 5 年度本協議

会答申を踏襲し、「算定方法については、現行の「3方式（所得割・

均等割・平等割）」とし、国民健康保険事業費納付金の納付や国

民健康保険事業の運営に支障のない税率とする」及び「国保加入

者へ与える不安や影響を踏まえ、国民健康保険税率は、特別な事

情がない限り、2年間据え置くこと」を基本方針とした。 

 

〇質問及び意見なし 

 

（２）飯塚市国民健康保険の運営状況（令和６年度及び７年度）、運営の

見通し（令和８年度及び９年度）及び今後のスケジュールについて 

➢ 飯塚市国民健康保険特別会計の令和 6年度単年度収支決算におい

ては、5,038 万 2 千円の赤字、7年度決算見込みで、単年度収支 1

億 8,032 万 8 千円の赤字、2 年間で 2 億 3,071 万円の赤字を見込

む。 

➢ 令和 8 年度及び 9 年度の 2 年間を通じた会計収支は 3 億 993 万 5

千円の赤字見込みとなり、7 年度からの赤字 2 億 1,052 万 9 千円

を加味した結果、5億 2,046 万 4 千円の赤字の見込となる。なお、

8 年度及び 9 年度会計収支については、一人当たり医療費、国民

健康保険事業費納付金、被保険者数、世帯数の見込みの推計値及
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新開委員 
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び 7 年度の現行税率を用いて市独自で試算を行った。 

➢ 令和 8年度及び 9年度の財源不足については、令和 6年度末の国

民健康保険給付費等準備基金残額 7億 9,867 万 8千円で賄える額

であるため、今回は税率引き上げを行わず、市民負担にならない

よう、現行の税率を据え置くことで検討を行いたい。 

➢ 1 月上旬に県から国民健康保険事業費納付金の本算定及び標準保

険料率が示される予定となっており、これをもって、次回の協議

会にて保険税率改正についての方向性を見定め、答申書（案）を

提案する。 

 

 

  〇質問 

   令和 8年度・9年度の試算だけではなく、令和 10 年度以降に向けて 

   も試算を行うべきではないか。 

 

  ⇒回答 

   今後、国の施策として保険料の統一に向けた取り組みが始まってい

く予定で、令和 8年度には福岡県がロードマップを示す予定である。

標準保険料率に統一した際の保険加入者への急激な負担を避ける

ため、事務局としても県の動向を協議会に共有しながら、今後令和

10 年度以降の保険料率の設定を検討する。 

 

  ○質問 

   令和 5年度第 2回運営協議会時の資料で令和 7年度末の基金残高 

見込みが 4億 9,054 万 4,000 円、現在令和 7年度末の残高見込みが

6 億 4,415 万 2,000 円との説明であったが、その要因はどのような

ものであるのか。 

 

  ⇒回答 

   県に支払う給付費の伸びが見込みより小さかったことが大きな要 

因となっている。 

 

 

（３） 子ども子育て支援制度導入に伴う進捗について 

  ➢ 福岡県より仮算定の数値が 11 月 27 日に示され、その数値では、

飯塚市から福岡県に納付する子ども子育て支援金に係る納付金

額は 5,850 万 6,093 円と示されており、その納付金を補うための

標準保険料率も併せて示され、所得割率 0.24％、均等割額 969 円、

平等割額 917 円となっている。 

  ➢ 福岡県より提供される、子ども子育て支援金の標準保険料率は 1



事務局 

 

月初旬を予定しており、次回の運営協議会でお示しできる予定と

している。また、令和 8年度子ども子育て支援金分の保険税率に

ついては、県が示した標準保険料率を飯塚市保険税率としてご提

案する予定としている。 

 

  〇質問及び意見なし 

 

（４） その他 

 

  〇質問及び意見なし 

 

  ➢ 次回協議会を１月２２日（木）開催予定。開始時間については調

整する。 

 

３ 閉 会 

 

会議資料 

令和 7年度 第 2回飯塚市国民健康保険事業の運営に関する協議会資料 

（資料 1-1）国民健康保険税の改正について 

（資料 1-2）令和 5年度答申書 

（資料 1-3）国民健康保険税率の推移 

（資料 2-1）国民健康保険税税率改定に関する収支判定資料 

（資料 2-2）令和 6年度国民健康保険特別会計決算 

（資料 3-1）飯塚市国民健康保険の運営状況、運営の見通し及び今後のス

ケジュールについて 

（資料 3-2）国民健康保険税税率改定に関する収支見込み資料（決算見込） 

（資料 3-3）国民健康保険税税率改定に関する収支見込み資料（収支見込） 

（資料 3-4）国民健康保険事業費納付金（推計） 

（資料 3-5）被保険者数及び世帯数の推計、国民健康保険税の推移 

（資料 3-6）赤字解消のための保険税の試算 

（資料 4） 令和 7年度スケジュール（案）について 

（資料 5） 子ども子育て支援制度導入に伴う進捗について 

 

公開・非公開

の別 

１ 公開   ２ 一部公開   ３ 非公開 

（傍聴者 ０名） 

その他 
 

 

 


